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銚 子 労 働 基 準 監 督 署 

管内で複数件の

死 亡 災 害 が

発生しています 
 

（１）管内の労働災害発生状況 
銚子労働基準監督署管内（銚子市、旭市、匝瑳市、東庄

町）における令和３年の労働災害発生件数（休業見込み４

日以上の件数。以下同じ）は 190 件（新型コロナウイル

ス感染症によるものを除く。以下同じ）と過去５年間で最

多となりました。また、銚子監督署では令和４年の労働災

害発生件数の目標値を 133 件以下としていましたが、令

和５年 1 月 31 日までに届け出られた件数は 166 件で

対前年比 21 件減とはなったものの、目標の件数を大幅に

超過してしまいました。 

現在、令和 5 年度を初年度とする第 14 次労働災害防

止計画の策定に向けた検討が進められていますが、事業場

の皆様におかれましては、労働災害の防止に向けた取り組

みを引き続き積極的に進めていただくようお願いいたし

ます。 

 

（２）高所からの墜落による死亡災害が発生しています！ 
令和５年が始まり、管内では高所（足

場）からの墜落による死亡災害が発生し

てしまいました。 

足場からの墜落・転落災害は、労働安全

衛生規則に基づく墜落防止措置の不備に

より発生しているものが、ほとんどを占

めています。 

そのため、確実な墜落防止措置を実施

することが必要不可欠です。 

厚生労働省が作成しているリーフレッ

トでは、足場からの墜落・転落災害の防止

に当たって、足場に関係する作業段階ご

との留意事項をまとめていますので、参

考に安全な作業を行ってください。 

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」

では災害事例も掲載しています。労働災

害の未然防止にぜひご活用ください。 

 

 

 

 

 

銚 子 労 基 署 た よ り 

 

＜足場リーフレット＞ 

＜職場の安全サイト＞ 



（３）貨物自動車への巻き込まれによる死亡災害が発生しています！ 
 令和５年が始まり、管内では、貨物自

動車の後退時に誘導員が巻き込まれる

死亡災害が発生してしまいました。 

 貨物自動車後退時の事故の多くが、後

方の確認が不十分だったために発生し

ています。様々な安全対策を行い、後方

の確認を十分行った上で後退させるよ

うにしましょう。 

 このような災害の未然防止策として、

右のような工夫を行っている事業場も

あります。参考にしてみてください。 

 

 

（４）年間安全衛生管理計画を作成しましょう！ 
 労働者の安全と健康を確保するためには、労働安全衛生関係法令に定める

事項を確実に実施するとともに、各職場では自主的な安全衛生活動を展開す

る必要があります。各事業場におかれては、年間を通じた実効性のある『安

全衛生管理計画書』を作成するとともに、労働者の協力の下「計画－実施－

評価－改善」（PDCA）という一連の過程を実践し、安全衛生管理のレベルア

ップを図ってください。 

 千葉労働局ホームページにおいては、製造業・建設業・第三次

産業における年間安全衛生管理計画参考様式や、作成例を掲載し

ています。ぜひご活用ください。 

 
 

（５）月 60 時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます 
 これまで猶予措置が取られていた、中小企業の皆様におかれまし

ては、2023 年４月１日から、月 60 時間を超える時間外労働の割

増賃金率が、50％に引き上げられます（2023 年３月 31 日まで

は 25％）。 

中小企業に該当するかどうかは以下の表でご確認ください（以下

の表に該当しない場合は大企業で、すでに法が適用されています）。 

 併せて、就業規則の変更も忘れずにお願いいたします（労働者 10

名未満の事業場を除く）。 

厚生労働省が作成しているリーフレットでは、詳しい

解説や助成金等各種相談窓口のご案内を行っています。

ぜひ一度ご確認ください。 

＜参考様式＞ 

＜リーフレット＞ 


